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安全データシート 
 

 

1. 化学品及び会社情報 

化学品の名称  トリフミン乳剤 

会社  日本曹達株式会社 

住所  〒100-7010 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号 

担当部門  農業化学品事業部普及部 

電話番号  03-4212-9655 

FAX 番号  03-4212-9676 

緊急連絡先情報  農業化学品事業部普及部 

電話番号  03-4212-9655 

夜間緊急連絡先  高岡工場ＲＣ推進部/警備室（夜間・休日） 

電話番号  0766-26-0255 

SDS 作成日  2009 年 12 月 15 日 

改訂日  2025 年 05 月 16 日(12 版) 

推奨用途  農薬 

使用上の制限  推奨用途以外への使用は禁止する 
 

 

2. 危険有害性の要約 

GHS 分類 

物理化学的危険性 引火性液体 区分 3 

健康に対する有害性 急性毒性 (経口) 区分 4 

 皮膚腐食性／刺激性 区分 2 

 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分 1 

 皮膚感作性 区分 1 

 生殖細胞変異原性 区分 2 

 発がん性 区分 2 

 生殖毒性 区分 2 

 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 区分 1 (呼吸器系) 

 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 区分 2 (中枢神経系, 血液, 眼, 気道) 

 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 区分 3 (麻酔作用) 

 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 区分 3 (気道刺激性) 

 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 区分 1 (中枢神経系, 骨) 

 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 区分 2 (血液, 眼, 呼吸器系) 

 誤えん有害性 区分 1 

環境に対する有害性 水生環境有害性 短期（急性） 区分 2 

 水生環境有害性 長期（慢性） 区分 1 
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ラベル要素 

絵表示 (GHS 

JP) 

     

 

注意喚起語 (GHS JP) : 危険 

危険有害性 (GHS JP) : 引火性液体及び蒸気 

飲み込むと有害 

飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 

皮膚刺激 

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 

重篤な眼の損傷 

呼吸器への刺激のおそれ 

眠気又はめまいのおそれ 

遺伝性疾患のおそれの疑い 

発がんのおそれの疑い 

生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 

臓器の障害 (呼吸器系) 

臓器の障害のおそれ (中枢神経系、血液、眼、気道) 

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、骨) 

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液、眼、呼

吸器系) 

水生生物に毒性 

長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 
 

注意書き(GHS JP) 

安全対策 : 使用前に取扱説明書を入手すること。 

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 

容器を密閉しておくこと。 

容器を接地しアースをとること。 

防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 

火花を発生させない工具を使用すること。 

静電気放電に対する措置を講ずること。 

ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 

取扱い後は手、顔をよく洗うこと。 

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。 

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 

環境への放出を避けること。 

保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること。 

応急措置 : 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。 

飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。 

皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。 

皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。

皮膚を水で洗うこと。 

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる

こと。 

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを

着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。 

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。 

直ちに医師に連絡すること。 

気分が悪いときは医師に連絡すること。 

気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること。 
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特別な処置が必要である(このラベルの補足的な応急措置の説明を見よ)。 

口をすすぐこと。 

無理に吐かせないこと。 

皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察／手当てを受けるこ

と。 

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 

火災の場合：消火するために霧状の水、粉末消火剤、泡消火剤、炭酸ガス

消火剤、乾燥砂を使用すること。 

漏出物を回収すること。 

保管 : 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 

換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 

施錠して保管すること。 

廃棄 : 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。 

 
 

 

 

3. 組成及び成分情報 

化学物質・混合物の区別 : 混合物 
 

 

化学名 濃度 (%) 
化学式 

(上書き) 

官報公示整理番号 
CAS 番号 

化審法番号 安衛法番号 

(E)-4-ｸﾛﾛ-α,α,α-ﾄﾘﾌ

ﾙｵﾛｰ N-(1-ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ-1-ｲ

ﾙ-2-ﾌﾟﾛﾎﾟｷｼｴﾁﾘﾃﾞﾝ)-o-ﾄ

ﾙｲｼﾞﾝ 

15.0 C15H15Cl

F3N3O(構

造式は末

尾に記

載） 

(5)-5717 8-(2)-1079 68694-11-1 

シクロヘキサノン 10.0 C6H10O (3)-2376 既存化学物質 108-94-1 

ナフタレン 6.8 C10H8 (4)-311 既存化学物質 91-20-3 

トリメチルベンゼン（異

性体混合品） 

6.8 C9H12 (3)-3427 既存化学物質 25551-13-7 

ポリオキシエチレンアル

キルエーテル 

3.5 CxHy(OC2

H4)nOH 

7-97 なし(公表化

学物質扱い) 

66455-14-9 

ソルベントナフサ 55.9 － (3)-7 既存化学物質 64742-94-5 
 

 

《その他》 

CAS No.  企業秘密のため記載せず。 

含有量  残分 

化審法  適用外又は既存化学物質 

安衛法  適用外又は既存化学物質 

《(E)-4-ｸﾛﾛ-α,α,α-ﾄﾘﾌﾙｵﾛｰ N-(1-ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ-1-ｲﾙ-2-ﾌﾟﾛﾎﾟｷｼｴﾁﾘﾃﾞﾝ)-o-ﾄﾙｲｼﾞﾝ の別名》 

トリフルミゾール（ISO 一般名） 
 

 

 

 

 

4. 応急措置 

応急措置 

吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 

気分が悪いときは医師に連絡すること。 
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皮膚に付着した場合 : 汚染された衣類、靴を直ちに脱ぐこと。 

多量の水と石鹸で洗うこと。 

皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診察／手当てを受ける

こと。 

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 

眼に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。 

コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後

も洗浄を続けること。 

直ちに医師に連絡すること。 

飲み込んだ場合 : 口をすすぐこと。 

直ちに医師に連絡すること。 

無理に吐かせてはいけない。 
 
 

医師に対する特別な注意事項 

その他の医学的アドバイスまたは

治療 

: 対症的に治療すること。 

 

 

5. 火災時の措置 

適切な消火剤 : 水噴霧、粉末消火剤、泡消火剤、乾燥砂、二酸化炭素 

使ってはならない消火剤 : 強い水流は使用しない。 

火災危険性 : 燃焼によって有毒ガスを生成する。 

消火方法 : 火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。 

周辺火災の場合、速やかに容器を安全な場所に移す。 

風上から近づく。 

安全な距離と保護された場所から消火活動を行う。 

移動できない場合、容器に放水し、冷却する。 

消火を行う者の保護 : 燃焼により毒性･有害性ガスを発生するので、自給式呼吸器を含む消火保

護具を着用のこと。 

消火時の保護具 : 適切な保護具を着用して作業する。 

自給式呼吸器。 

完全防護服。 
 

 

6. 漏出時の措置 

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置 

一般的措置 : いかなる漏出でも、取り扱う際は完全防護服および呼吸器具を着用する

(第 8 項目を参照)。 

汚染エリアは標識を設けて区画し、部外者の立ち入りを禁止する。 

十分な換気を確保する。 

風上から近づく。 

眼、皮膚、衣類につけないこと。 

ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 
 

 

緊急対応者 

保護具 : 適切な保護具を着用して作業する。 

詳細については、第 8 項の「ばく露防止及び保護措置」を参照。 
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応急処置 : 不要な職員を退避させる。 

安全に対処できるならば漏えい（洩）を止めること。 
 

 

環境に対する注意事項 

環境に対する注意事項 : 本製品が下水、または公共用水に流入した場合も、行政当局に通報す

る。 

環境への放出を避けること。 
 

封じ込め及び浄化の方法及び機材 

封じ込め方法 : 漏出物は掃くまたはシャベルですくって適切な容器に封じ込め廃棄に備

える。 

大量流出した場合は、砂や土で回収する。 

砂や土を使用して漏出の拡大を防ぐ。 

流出した物質は吸着剤で回収し、下水溝や水路への侵入を防止する。 

二次災害の防止策 : 火花を発生させない工具を使用すること。 

炎や火花の禁止。発火源をすべて断つ。 
 

 

7. 取扱い及び保管上の注意 

取扱い 

技術的対策 : 『８．ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着

用する。 

安全取扱注意事項 : 取扱い後はよく手、顔 を洗うこと。 

皮膚、目、あるいは衣服との接触を避ける。 

ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。 

使用前に取扱説明書を入手すること。 

全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 

容器を接地すること／アースをとること。 

防爆型の電気機器/換気装置/照明機器を使用すること。 

火花を発生させない工具を使用すること。 

静電気の発生を防ぐため予防措置を取る。 

個人用保護具を着用する。 

接触回避 : より詳細な情報については、第 10 項の「安定性と反応性」を参照。 

衛生対策 : 作業服と外出着とを分ける。個別に洗う。 

汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 

製品取扱い後には必ず手を洗う。 

 

保管 

安全な保管条件 : 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。 

密閉容器に保管すること。 

施錠して保管すること。 

安全な容器包装材料 : 情報なし。 

技術的対策 : 涼しくて、よく換気された場所で、熱から離して保存する。 

容器包装材料 : 製品は必ず元の容器と同じ素材の容器に保管する。 
 



製品名 : トリフミン乳剤 2025 年 05 月 16 日(12 版)  6 / 21 

  

管理番号 : N3-4600000 
 

   

 6/21  
 

 

8. ばく露防止及び保護措置 
 

シクロヘキサノン (108-94-1) 

日本 - ばく露限界値 (日本産業衛生学会) 

現地名  シクロヘキサノン # Cyclohexanone 

許容濃度 100 mg/m³ 

25 ppm 

規則参照 許容濃度等の勧告（2023 年度）産衛誌 65 巻 

日本 - ばく露限界値 (管理濃度(厚生労働省)) 

現地名 シクロヘキサノン # Cyclohexanone 

管理濃度 20 ppm 

規則参照 作業環境評価基準 平成 29 年度版 
 

ナフタレン (91-20-3) 

日本 - ばく露限界値 (管理濃度(厚生労働省)) 

現地名 ナフタレン # Naphthalene 

管理濃度 10 ppm 

規則参照 作業環境評価基準 平成 29 年度版 
 

トリメチルベンゼン（異性体混合品） (25551-13-7) 

日本 - ばく露限界値 (日本産業衛生学会) 

現地名  トリメチルベンゼン # Benzene, trimethyl- 

許容濃度 120 mg/m³ 

25 ppm 

規則参照 JCDB の調査による 

日本 - ばく露限界値 (厚生労働大臣が定める濃度の基準) 

現地名 トリメチルベンゼン 

８時間濃度基準値 10 ppm 

規則参照 労働安全衛生規則第 577 条の 2 第 2 項（令和 7 年 10 月 1 日適用物

質） 

 

設備対策 : 屋内使用の場合、装置を密閉化し、局所排気装置又は全体排気装

置を設置する、取扱い場所の近くに、シャワー･洗眼器を設置す

る。 

保護具 
 

呼吸用保護具 : 有機ガス用防毒マスク 
 

手の保護具 : ゴム・塩ビ等の不浸透性手袋 
 

眼の保護具 : ゴーグル 
 

皮膚及び身体の保護具 : 材質を特定しないが、長袖･長ズボン。つなぎ服の着用を推奨す

る。 
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9. 物理的及び化学的性質 

物理状態 : 液体 

形状 : 液体 

色 : 淡黄色 

臭い : 芳香臭 

pH : 5.5 – 8.5 (1%水) 

融点 : データなし 

凝固点 : データなし 

沸点 : データなし 

引火点 : 56.5 ℃ （タグ密閉式) 

自然発火点 : データなし 

分解温度 : データなし 

可燃性 : データなし 

蒸気圧 : データなし 

相対密度 : 0.94 – 0.98 (20/4℃) 

密度 : データなし 

相対ガス密度 : データなし 

溶解度 : データなし 

n-オクタノール/水分配係数 (Log 

Pow) 

: データなし 

爆発限界 (vol %) : データなし 

動粘性率 : データなし 

粒子特性 : データなし 
 

 

10. 安定性及び反応性 

反応性 : 情報なし。 

化学的安定性 : 通常の使用条件下では安定。 

危険有害反応可能性 : 情報なし。 

避けるべき条件 : 直射日光。熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけるこ

と。禁煙。 

混触危険物質 : 酸化性物質。有機過酸化物。 

危険有害な分解生成物 : 燃焼によって有毒ガスを生成する。一酸化炭素。二酸化炭素。窒素酸化物

(NOx)。ハロゲン化合物。 
 

 

11. 有害性情報 
 

急性毒性 (経口) : 飲み込むと有害 

急性毒性 (経皮) : 区分に該当しない 

急性毒性 (吸入) : 区分に該当しない(分類対象外) (気体) 

区分に該当しない(分類対象外) (蒸気) 

分類できない (粉じん、ミスト) 
 

トリフミン乳剤  

LD50 経口 ラット > 300 – ≤ 2000 mg/kg （♀） 

LD50 経皮 ラット > 2000 mg/kg （♂，♀） 
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(E)-4-ｸﾛﾛ-α,α,α-ﾄﾘﾌﾙｵﾛｰ N-(1-ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ-1-ｲﾙ-2-ﾌﾟﾛﾎﾟｷｼｴﾁﾘﾃﾞﾝ)-o-ﾄﾙｲｼﾞﾝ (68694-11-1) 

LD50 経口 ラット 715 mg/kg (♂) 

LD50 経口 560 mg/kg (♂、ﾏｳｽ) 

LD50 経皮 ラット > 5000 mg/kg 

LC50 吸入 - ラット (粉じん / ミ

スト) 

> 3.2 mg/l/4h 

 

シクロヘキサノン (108-94-1) 

LD50 経口 800 mg/kg 

LD50 経皮 947 mg/kg 

LC50 吸入 - ラット (粉じん / ミ

スト) 

32.1 mg/l/4h 

LC50 吸入 - ラット (蒸気) 9.8 mg/l/4h 
 

ナフタレン (91-20-3) 

LD50 経口 490 mg/kg 

LD50 経皮 2500 mg/kg 
 

トリメチルベンゼン（異性体混合品） (25551-13-7) 

LD50 経口 8970 mg/kg 
 

ソルベントナフサ (64742-94-5) 

LD50 経口 3690 mg/kg 

LD50 経皮 4100 mg/kg 
 

皮膚腐食性/皮膚刺激性 : 刺激性 

ウサギ 
 

トリフミン乳剤  

pH 5.5 – 8.5 (1%水) 
 

(E)-4-ｸﾛﾛ-α,α,α-ﾄﾘﾌﾙｵﾛｰ N-(1-ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ-1-ｲﾙ-2-ﾌﾟﾛﾎﾟｷｼｴﾁﾘﾃﾞﾝ)-o-ﾄﾙｲｼﾞﾝ (68694-11-1) 

皮膚腐食性／刺激性 刺激性なし（ｳｻｷﾞ） 
 

シクロヘキサノン (108-94-1) 

皮膚腐食性／刺激性 ウサギの皮膚に 2 種類のシクロヘキサノンのサンプルを閉塞適用し、その 1

種で壊死を認め腐食性と判定された（SIDS（access on Apr, 2009））結果

がある。しかし、ウサギを用いた腐食性評価の試験で腐食性なし（SIDS

（access on Apr, 2009））、また、原液を開放適用した別の試験で刺激性

なし（SIDS（access on Apr, 2009））、さらに、試験物質の 99%液を 24 時

間閉塞適用した試験では著しい刺激性が見られたが、徐ーに軽快し 7 日目ま

でに消失した（PATTY（5th, 2001））など、腐食性を否定する複数の証拠に

基づき、区分 2 とした。 
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ナフタレン (91-20-3) 

皮膚腐食性／刺激性 【分類根拠】（１）、（２）より、区分に該当しない（国連分類基準の区分

3）。なお、新たに情報を収集して分類結果を見直したが、変更はない

（2023 年度）。【根拠データ】（１）ウサギ（n=6）を用いた皮膚腐食性／

刺激性試験（4 時間適用、6 日観察）において、3 例で 72 時間後から 6 日後

まで皮膚のひび割れがみられたが、6 日後までに皮膚腐食性／刺激性スコア

は 0 となったとの報告がある（EU RAR, 2003)、AICIS IMAP (2020)）。

（２）ウサギ（n=6）を用いた皮膚腐食性／刺激性試験（72 時間観察）にお

いて、Slightly との報告がある（EU RAR, 2003)、AICIS IMAP (2020)）。 
 

トリメチルベンゼン（異性体混合品） (25551-13-7) 

皮膚腐食性／刺激性 本物質は動物 (種は不明) に対して一次刺激性を持つとの記載がある 

(ACGIH (7th, 2001))。なお、ウサギに 1,3,5-トリメチルベンゼン 

(CAS:108-67-8) を適用した皮膚刺激性試験 (OECD TG404 準拠) において、

適用 1 時間後にごく軽度の発赤及び軽度の浮腫がみられ、適用後 144 時間後

には中等度から重度の発赤がみられたが浮腫は回復したとの報告がある 

(NITE 初期リスク評価書 (2008))。以上の結果から、区分 2 とした。 
 

ソルベントナフサ (64742-94-5) 

皮膚腐食性／刺激性 ヒトでは、26 人の上腕皮膚に 2 日間半密封状態で本物質を投与した 2 つの試

験（GLP）において、刺激性はみられない（IUCLID, 2000）が、臨床試験に

ついての記載で「芳香族溶剤はとりわけ重大な皮膚の一時刺激性をもたら

す」（EHC 20, 1982）とある。ウサギを用いた 7 つの試験では、EHC 20

（1982）における 3 つの試験のうち、ドレイズスコア値 2.79（区分 2 に相

当）で「中等度の刺激性」とされる試験と、ドレイズスコア値 2.04、2.17

（いずれも区分外：国連分類の区分 3 に相当）で、「中等度の刺激性」とさ

れている 2 つの試験がある。IUCLID（2000）における 4 つの試験（GLP）で

は、「中等度の刺激性」と「軽度の刺激性」が半ーにみられる。以上のこと

から、安全性を考慮して区分 2 とした。 
 

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激

性 

: ウサギに対する眼刺激性で重度の刺激性 

 

トリフミン乳剤  

pH 5.5 – 8.5 (1%水) 
 

(E)-4-ｸﾛﾛ-α,α,α-ﾄﾘﾌﾙｵﾛｰ N-(1-ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ-1-ｲﾙ-2-ﾌﾟﾛﾎﾟｷｼｴﾁﾘﾃﾞﾝ)-o-ﾄﾙｲｼﾞﾝ (68694-11-1) 

眼に対する重篤な損傷性/刺激性 ごく軽い刺激性（ｳｻｷﾞ） 
 

シクロヘキサノン (108-94-1) 

眼に対する重篤な損傷性/刺激性 ウサギの眼に試験物質原液を適用により著しい刺激性と角膜損傷を起こした

（ACGIH（2003））。軽度の虹彩炎と結膜炎を伴う角膜傷害は可逆的であっ

たが、適用 14 日後に未だ角膜に軽度の影響が残っており（SIDS（access on 

Apr, 2009））、区分 2A とした。なお、水溶液で適用した場合に一部で腐食

性の結果（SIDS（access on Apr, 2009））も報告されている。また、眼に

関するヒトの情報（PATTY（5th, 2001））は吸入ばく露によるものであるの

で採用しない。 
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ナフタレン (91-20-3) 

眼に対する重篤な損傷性/刺激性 【分類根拠】（１）より、区分 2B とした。なお、新たに情報を収集して分

類結果を見直したが、変更はない（2023 年度）。【根拠データ】（１）ウサ

ギを用いた眼刺激性試験において、軽度（Mild）な刺激性がみられたが、影

響は 7 日以内に回復したとの報告がある（ATSDR (2005)）。【参考データ

等】（２）ウサギ（n=6）を用いた眼刺激性試験（OECD TG 405 相当、0.1 mg 

in one eye of each rabbit、7 日観察）において、軽微な刺激性影響がみら

れたが、影響は 3 日以内に回復した（角膜混濁スコア：0/0/0/0/0/0、虹彩

炎スコア：0/0.3/0/0/0/0、結膜発赤スコア：0.7/0.3/0.3/0.7/0.3/0、結膜

浮腫スコア：0.3/0.3/0/0/0/0）との報告がある（AICIS IMAP (2020)、EU 

RAR (2003)、REACH 登録情報 (Accessed July 2023)）。 
 

トリメチルベンゼン（異性体混合品） (25551-13-7) 

眼に対する重篤な損傷性/刺激性 本物質は眼刺激性を持つとの記載がある (HSDB (Access on August 

2014))。また、ウサギの眼に 1,3,5-トリメチルベンゼン (CAS:108-67-8) を

500 mg を 24 時間適用した結果、軽度の刺激性がみられたとの記載がある 

(NITE 初期リスク評価書 (2008))。以上の結果から、区分 2B とした。 
 

ソルベントナフサ (64742-94-5) 

眼に対する重篤な損傷性/刺激性 ウサギを用いた 4 つの試験のうち、EHC 20（1982）における 3 つの試験では

「中等度の刺激性」とされており、IUCLID（2000）における 1 試験（GLP）

では「軽度の刺激性（Slightly irritating）」とされている。以上のこと

から、区分 2 とした。眼の回復に関する記載が無いため、細区分は行わなか

った。 
 

呼吸器感作性 : 分類できない 

皮膚感作性 : 皮膚感作性 区分 1 
 

(E)-4-ｸﾛﾛ-α,α,α-ﾄﾘﾌﾙｵﾛｰ N-(1-ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ-1-ｲﾙ-2-ﾌﾟﾛﾎﾟｷｼｴﾁﾘﾃﾞﾝ)-o-ﾄﾙｲｼﾞﾝ (68694-11-1) 

皮膚感作性 陽性（ﾓﾙﾓｯﾄ） 
 

シクロヘキサノン (108-94-1) 

呼吸器感作性 データなし。 

皮膚感作性 Frosch 接触アレルゲンリスト（FROSCH, TEXTBOOK OF CONTACT DERMATITIS）

に収載されているため区分 1 とした。 
 

ナフタレン (91-20-3) 

呼吸器感作性 データなし。 

皮膚感作性 ヒトで急性皮膚炎を再発する 43 歳の患者および皮膚疾患のため検査を受け

た患者 598 人中 1 人がそれぞれ皮内テストで陽性反応を示したとの報告があ

り（DFGOT vol.11（1998））、また、ナフタレンに対するアレルギーの頻度

は 0.13%であるとの報告（DFGOT vol.11（1998））があることにより区分 1

とした。なお、モルモットを用いた 2 種の皮膚感作性試験（Buehler test お

よび Maximization test）ではいずれも陽性率 0%で陰性の結果が報告された

（EU RAR（2003））が、両試験とも試験実施上で不備があるため、明確な結

論を得るには疑問があるとしている（EU RAR（2003））。 
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トリメチルベンゼン（異性体混合品） (25551-13-7) 

呼吸器感作性 データ不足のため分類できない。なお、本物質を含む混合溶剤の職業ばく露

で、塗料店の従業員 37 人が溶剤蒸気 (組成: 1,3,5-トリメチルベンゼン 

30%、1,2,4-トリメチルベンゼン 50%、その他含有の可能性ある物質 1,2,3-

トリメチルベンゼン、1-メチル-2-エチルベンゼン、1-メチル-4-エチルベン

ゼン)  に 7 年間ばく露された結果、最高濃度にばく露されたヒトの 70%が

喘息性気管支炎を発症したとの報告がある (NITE 初期リスク評価書 

(2008))。しかしこの知見は混合ばく露であり、本物質による影響か否か判

断できないため、区分に用いるには不十分なデータと判断した。 

皮膚感作性 データ不足のため分類できない。 
 

ソルベントナフサ (64742-94-5) 

呼吸器感作性 データなし。 

皮膚感作性 ヒトでのパッチテスト（GLP）において「感作性なし」（IUCLID, 2000）と

あり、モルモットを用いた Maximization test（GLP）においても感作性がみ

られない（IUCLID, 2000）ことから、区分外に該当するが、リスト 2 のデー

タであることから分類できないとした。 
 

生殖細胞変異原性 : 遺伝性疾患のおそれの疑い 
 

(E)-4-ｸﾛﾛ-α,α,α-ﾄﾘﾌﾙｵﾛｰ N-(1-ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ-1-ｲﾙ-2-ﾌﾟﾛﾎﾟｷｼｴﾁﾘﾃﾞﾝ)-o-ﾄﾙｲｼﾞﾝ (68694-11-1) 

生殖細胞変異原性 Ames 試験：陰性、染色体異常試験：陰性、小核試験：陰性、UDS 試験：陰性 
 

シクロヘキサノン (108-94-1) 

生殖細胞変異原性 ラットの皮下投与による骨髄細胞を用いた染色体異常試験（体細胞 in vivo

変異原性試験)の陽性結果（SIDS(access on Apr, 2009)）に基づき、区分 2

とした。なお、その他の in vivo 試験として、マウスの吸入投与による優性

致死試験（経世代変異原性試験)において陰性（SIDS(access on Apr, 

2009)）、ラットの吸入投与による骨髄細胞を用いた染色体異常試験（体細

胞 in vivo 変異原性試験)で陰性（SIDS(access on Apr, 2009)）の報告があ

る。また、in vitro 試験では Ames 試験（IARC 47 (1989)、SIDS(access on 

Apr, 2009)）では陰性ならびに陽性、CHO 細胞またはヒトリンパ球を用いた

染色体異常試験（IARC 47 (1989)、SIDS(access on Apr, 2009)）ではそれ

ぞれ陰性または陽性、マウスリンパ腫 L51784 を用いた前進突然変異試験で

陰性（SIDS(access on Apr, 2009)）の報告がある。 
 

ナフタレン (91-20-3) 

生殖細胞変異原性 マウスの経口投与による骨髄細胞を用いた小核試験（体細胞 in vivo 変異原

性試験）（DFGOT vol.11（1998）、EU RAR（2003）、IARC 82（2002）、

IRIS（1998）、ATSDR（2003））で陰性の結果に基づき区分外とした。な

お、in vitro 変異原性試験としてほ乳類培養細胞を用いる遺伝子突然変異試

験で陰性（IARC 82（2002）、ATSDR（2003））、ほ乳類培養細胞を用いる小

核試験で陽性（IARC 82（2002）、NTP TR 500（2000））、ほ乳類培養細胞

を用いる染色体異常試験で陽性（ACGIH（7th, 2001）、DFGOT vol.11

（1998）、IRIS（1998）、ATSDR（2003）、EU RAR（2003）、IARC 82

（2002）、NTP DB（Access on 5 2009））、Ames 試験で陰性（ACGIH（7th, 

2001）、DFGOT vol.11（1998）、EU RAR（2003）、IARC 82（2002）、ATSDR

（2003）、IRIS（1998）、NTP TR 500（2000）、NTP DB（1987））の報告が

ある。 
 

トリメチルベンゼン（異性体混合品） (25551-13-7) 

生殖細胞変異原性 データ不足のため分類できない。 
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ソルベントナフサ (64742-94-5) 

生殖細胞変異原性 マウスの骨髄を用いた小核試験（GLP）で陰性である（IUCLID, 2000）こと

から区分外とした。なお、in vitro では、Ames 試験で陰性（EHC 20, 

1982 ; IUCLID, 2000）、細胞遺伝学的試験（Cytogenetic test）で陽性

（EHC 20, 1982）である。 
 

発がん性 : 発がんのおそれの疑い 
 
 

(E)-4-ｸﾛﾛ-α,α,α-ﾄﾘﾌﾙｵﾛｰ N-(1-ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ-1-ｲﾙ-2-ﾌﾟﾛﾎﾟｷｼｴﾁﾘﾃﾞﾝ)-o-ﾄﾙｲｼﾞﾝ (68694-11-1) 

発がん性 発ガン性なし（ﾗｯﾄ及びﾏｳｽ） 
 

シクロヘキサノン (108-94-1) 

発がん性 IARC による発がん性評価がグループ 3 であり（IARC 47（1989）、IARC 71

（1999））、ACGIH は A3 に分類している（ACGIH（2003））が、ACGIH

（2003）では新たな知見による評価でなないため、総合的に IARC による評

価を採用し区分外とした。なお、ラットおよびマウスに 2 年間飲水混入に

より投与した試験において、ラットでは雄の低用量群で副腎皮質の腺腫の

有意な増加、雄の高用量群で甲状腺濾胞細胞の腺腫・癌腫の（有意でな

い）増加が報告されている（IARC 47（1989））。一方、マウスでは雄の低

用量群で肝細胞の腺腫・癌腫の有意な増加、雌の低用量群で悪性リンパ腫

および白血病の増加が報告されている（IARC 47（1989））が、いずれも低

用量群の動物においてであり、この系統のマウスによく見られる腫瘍の軽

度の発生増加であった。 
 

ナフタレン (91-20-3) 

発がん性 IARC でグループ 2B（IARC 82（2002））に分類されていることから区分 2

とした。なお、ACGIH で A4（ACGIH（7th, 2001））、EPA（1998）で CBD

（IRIS（2005））、EU でカテゴリー3（EU-Annex I（2005））、DFG で 2

（MAK/BAT（2004））、NTP で R（NITE 総合検索（2009））に分類されてい

る。なお、ラットの 2 年間吸入ばく露による発がん性試験において、雌雄

で呼吸器上皮腺腫と嗅覚上皮の繊維芽細胞腫の発生頻度の増加が認められ

（NTP TR No.500（2000））、マウスの 2 年間吸入ばく露による発がん性試

験では、雌で肺胞性及び細気管支腺腫の発生頻度の増加が認められたが、

雄では腫瘍の発生増加はなかった（NTP TR No.410（1992））。 
 

トリメチルベンゼン（異性体混合品） (25551-13-7) 

発がん性 データ不足のため分類できない。 
 

ソルベントナフサ (64742-94-5) 

発がん性 ラット（Wistar）を用いた 12 ヶ月間吸入試験において、6 ヶ月後に用量

1.83 mg/L の雌で乳腺癌がみられ、12 ヵ月後には、用量 0.47 mg/L の雄で

脳にグリア芽腫、用量 1.83 mg/L の雄で脾リンパ腫、同じく用量 1.83 mg/L

の雌で子宮の平滑筋腫がみられた（IARC 47, 1989）。しかし、この試験に

ついて IARC では「試験期間が発がん性を認めるには不十分である」と記載

されており、「石油系溶剤全体の評価として」はグループ 3（区分外に相

当）に分類されている（IARC 47, 1989）。以上の結果から、IARC の評価に

従い区分外とした。 
 

生殖毒性 : 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い 
 

(E)-4-ｸﾛﾛ-α,α,α-ﾄﾘﾌﾙｵﾛｰ N-(1-ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ-1-ｲﾙ-2-ﾌﾟﾛﾎﾟｷｼｴﾁﾘﾃﾞﾝ)-o-ﾄﾙｲｼﾞﾝ (68694-11-1) 

生殖毒性 繁殖毒性なし（ﾗｯﾄ）、催奇形性なし（ﾗｯﾄ及びｳｻｷﾞ）  
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シクロヘキサノン (108-94-1) 

生殖毒性 ラットの吸入ばく露による二世代試験（DFGOT vol.10（1998）、SIDS

（access on Apr, 2009））において、流涙、不規則呼吸、運動失調など毒

性症状が発現する高用量（5700 mg/m3）群で F1 世代の仔の数が減少した

が、この影響は雄生殖能の低下と捉えられ、次世代の生存率低下を招いた

ことから、区分 2 とした。なお、ラット、マウスおよびウサギの器官形成

期あるいは妊娠期間中に吸入または経口ばく露した試験（SIDS（access on 

Apr, 2009）、DFGOT Vol.10（1998））では、いずれ動物種も催奇形性を含

め仔の発生に対し悪影響は認められていない。  
 

ナフタレン (91-20-3) 

生殖毒性 ラットの妊娠期間または器官形成期に経口投与した試験で、母動物の体重

減少と餌と水の消費量に変化がある用量で仔動物に悪影響は見られず（NTP 

DB（1991））、またウサギの器官形成期に経口投与した試験で、母動物に

一般毒性が見られる用量で仔の発生に影響は見られなかった（EU RAR

（2003））との報告があるが、親動物の性機能・生殖能に対する影響につ

いては報告がないことからデータ不足で分類できないとした。  
 

トリメチルベンゼン（異性体混合品） (25551-13-7) 

生殖毒性 データ不足のため分類できない。  
 

ソルベントナフサ (64742-94-5) 

生殖毒性 ラットを用いた吸入試験（GLP）において、用量 106ppm または 364 ppm

で、親に影響は認められず、仔にも奇形児の誘発や性比の変化、胚毒性、

胎児の成長・発達阻害などの影響はみられない（EHC 20, 1982 : IUCLID, 

2000）。ラットを用いた経口試験（GLP）において、高用量の 450 mg/kg 体

重で、親の著しい体重増加抑制と摂餌量の減少がみられたが、胎児に影響

はみられない（IUCLID, 2000）。しかし、親の生殖能に関するデータがな

く、分類できないとした。  
 

特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 臓器の障害 (呼吸器系) 

臓器の障害のおそれ (中枢神経系, 血液, 眼, 気道) 

眠気又はめまいのおそれ 

呼吸器への刺激のおそれ 
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シクロヘキサノン (108-94-1) 

特定標的臓器毒性(単回ばく露) ラットおよびマウスの経口投与により催眠症状が現れ（SIDS（access on 

Apr, 2009））、さらにモルモットの吸入ばく露およびウサギの経口投与

後の症状として麻酔が記載されている（SIDS（access on Apr, 2009））

ことから区分 3（麻酔作用）とした。また、高用量の場合は死亡に至り、

急性毒性用量（LD50: 1300～3500 mg/kg）における症状は中枢神経系の抑

制であると記述されているので、区分 2（中枢神経系）とした。また、ラ

ットに 475～3800 mg/kg の経口投与試験における肺の出血（SIDS（access 

on Apr, 2009））、マウスに 19.2 mg/L を 90 分（4 時間補正：7.2 

mg/L）吸入ばく露（蒸気）した試験における肺のうっ血と水腫、肺実質の

限局性またはび慢性出血の所見（SIDS（access on Apr, 2009））に基づ

き、区分 1（呼吸器系）とした。なお、ヒトのボランティア試験で認めら

れた鼻と咽喉の著しい刺激性（ACGIH（2003））は、気道刺激性とせず呼

吸器系への影響に含めた。また、ヒトの事故または自殺によるばく露事例

（DFGOT Vol.10（1998）、（PATTY（5th, 2001）））で、肝炎、肝酵素の

上昇、肝細胞の膨化と炎症性浸潤など肝障害を示す所見が得られている

が、いずれも混合物のばく露の結果であり、他の成分による可能性を否定

できず本物質によるものとは断定できないので採用せず、PATTY（5th, 

2001）に脾臓についての記述もあるが、動物種、用量、ばく露期間などを

特定できず、かつ他の評価書にも関連情報の記載がないことから、採用し

なかった。 

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 臓器の障害 (呼吸器系) 

臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 

眠気又はめまいのおそれ  
 

ナフタレン (91-20-3) 

特定標的臓器毒性(単回ばく露) ヒトへの影響で溶血性貧血が認められたとの複数の報告（ACGIH (7th, 

2001）、EU-RAR (2003）、NTP TR500 (2000)、ATSDR (2003））があるこ

とから、区分 1（血液）とした。また、ヒトで経口摂取により白内障発症

の報告例（DFGOT vol.11 (1998)）があり、かつ動物試験でウサギに経口

投与（1000～3000 mg/kg）による所見として、白内障(ACGIH (7th, 

2001）)および角膜混濁(DFGOT vol.11 (1998）)の記載があることから、

区分 1（眼）とした。さらに、気道に対する同様な影響はマウスに 0.1～

0.35mg/L を 4 時間吸入ばく露した場合にも認められている（DFGOT 

vol.11 (1998)、IARC 82（2002）、EHC 202 (1998)）ことにより、区分

（気道）とした。なお、マウスを用いた経口投与試験において、区分 2 の

ガイダンス値内（400mg/kg）で、気道支上皮に肥厚、空胞化、剥離、壊死

などの傷害が見られ、特にクララ細胞で特異的であった。 

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 臓器の障害 (血液, 眼, 気道)  
 

トリメチルベンゼン（異性体混合品） (25551-13-7) 

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 本物質に関する情報は少ないが、ヒトに気道刺激性の記載 (ACGIH (7th, 

2001)、HSDB (Access on August 2014))、実験動物で、マウスに 5,000-

9,000 ppm (24,600-44,280 mg/m3) の吸入ばく露で中枢神経系抑制の記載

がある (ACGIH (7th, 2001))。なお、中枢神経系抑制は区分のガイダンス

値範囲外の濃度であった。また、実験動物への中枢神経系への影響は麻酔

作用に含まれる症状であった。以上より、区分 3 (気道刺激性、麻酔作

用) とした。 

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 眠気又はめまいのおそれ 

呼吸器への刺激のおそれ  
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ソルベントナフサ (64742-94-5) 

特定標的臓器毒性(単回ばく露) ラットを用いた吸入試験（8h）において、鼻と眼の刺激性、協調運動の進

行性消失（progressive loss of coordination）がみられる（IARC 47, 

1989）。ウサギを用いた経皮試験においては、眠気や運動活動の変化がみ

られる（RTECS, 2006 元文献：NTIS, National Technical Information 

Service. OTS0534724）。PATTY 5th（2001）では、経口、経皮または吸入

経路の急性毒性について、「眼、鼻、のどの刺激性、めまいと吐き気、呼

吸困難、中枢神経系の抑制、昏睡」との記載があり、以上の結果から、区

分 3（気道刺激性、麻酔作用）とした。 

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 眠気又はめまいのおそれ 

呼吸器への刺激のおそれ  
 

特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系, 骨) 

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液, 眼, 

呼吸器系) 
 

 

(E)-4-ｸﾛﾛ-α,α,α-ﾄﾘﾌﾙｵﾛｰ N-(1-ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ-1-ｲﾙ-2-ﾌﾟﾛﾎﾟｷｼｴﾁﾘﾃﾞﾝ)-o-ﾄﾙｲｼﾞﾝ (68694-11-1) 

特定標的臓器毒性(反復ばく露) NOAEL（ｲﾇ）：♂：10mg/kg/day（1 年）、♀：10.7mg/kg/day（1 年)、

NOAEL（ﾗｯﾄ）：♂：3.7mg/kg/day（2 年）、♀：4.6mg/kg/day（2 年） 
 

シクロヘキサノン (108-94-1) 

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 家具製造工場で木材にシクロヘキサノンを塗る作業の間にばく露を受け

た 75 人の労働者について、神経毒性学的影響の調査が行われた。その結

果、気分不良、記憶困難、睡眠障害などの神経毒性症状の報告割合が増

加している（PATTY（5th, 2001））ことが明らかになったことと併せ、

本物質には中枢神経抑制作用があるとされている（ACGIH（2003））こと

から、区分 1（中枢神経系）とした。以上の調査で同時に報告率が増加

した症状として、リウマチ症状（骨痛、関節痛、筋肉痛）があるが、こ

れらの症状に中で骨痛については別の評価書でも記載されている（ACGIH

（7th, 2003））ので採用し、区分 1（骨）とした。なお、肝臓と腎臓に

関しては、PATTY（5th、2001）に"Liver and kidney effects"との記述

があるが、それ以上の具体的な記載がなく、他の評価書でも記載または

引用されていないので採用しなかった。 

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系, 骨) 
 

ナフタレン (91-20-3) 

特定標的臓器毒性(反復ばく露) ヒトへの影響で反復吸入暴露により溶血性貧血が認められたとの記述

（DFGOT vol.11（1998）、EU-RAR（2003））、職業吸入暴露例において

角膜潰瘍、白内障が認められたとの複数の記述（ACGIH（7th, 2001）、

DFGOT vol.11（1998）、EU-RAR（2003）、NTP TR500（2000））から区分

1（血液、眼）とした。一方、動物試験ではラットに 13 週間吸入投与し

た試験（蒸気：6 時間/日）で 58ppm/day（0.3 mg/L/day）の暴露で嗅上

皮の基底細胞に過形成が見られた（EU RAR（2003））との報告があり、

またラット及びマウスを用いた 2 年間の吸入暴露試験（蒸気：6 時間/

日）で、10～30ppm/day（0.052～0.16 mg/L/day）で鼻腔及び気道で上皮

組織の過形成が両種共通で見られ、マウスでは肺の慢性的な炎症が認め

られた（NTP TR 410（1992）：NTP TR 500（2000））ことから区分 1

（呼吸器）とした。 

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液, 眼, 呼吸器系) 
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トリメチルベンゼン（異性体混合品） (25551-13-7) 

特定標的臓器毒性(反復ばく露) ヒトでは本物質の異性体として 1,3,5-トリメチルベンゼン 30%、1,2,4-

トリメチルベンゼン 50%を含む溶剤に数年間ばく露 (炭化水素濃度とし

て 10-60 ppm) された作業者 27 名中の多くに中枢神経系 (神経過敏、緊

張、不安) 及び呼吸器 (喘息性気管支炎) への影響がみられた。血液検

査では低色素性貧血及び血液凝固異常 (凝固時間の延長) の傾向が示さ

れた。原著者らはトリメチルベンゼンばく露による影響と主張したが、

血液毒性は溶剤に混入していたベンゼンによる影響との他研究者による

指摘も記述されている (ACGIH (7th, 2001)、環境省リスク評価第 11 巻 

(2013))。実験動物ではラットにトリメチルベンゼン異性体混合物 (組成

不明) を 1,700 ppm (8,347 mg/m3) の濃度で 4 ヶ月間吸入ばく露した結

果、体重増加抑制と共に顕著な中枢神経系抑制、血液検査異常 (リンパ

球増加、好中球増加) がみられたが、血液影響は被験物質に混入したベ

ンゼンによる影響の可能性もあると記述されている (ACGIH (7th, 

2001)、NITE 初期リスク評価書 (2008))。すなわち、区分 2 までの濃度

範囲で明確な標的臓器毒性はないが、区分外の高濃度ではヒトでの本物

質ばく露による中枢神経系への影響を支持する結果と考えられた。以

上、ヒト及び実験動物の知見より、血液毒性については証拠が不十分の

ため、標的臓器の対象とせず、分類は区分 1 (中枢神経系、呼吸器) と

した。なお、旧分類は List 3 又は List 外の情報源からの分類であり、

今回は List 1 の情報源より分類したため、結果が変わった。 

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系, 呼吸器

系) 
 

ソルベントナフサ (64742-94-5) 

特定標的臓器毒性(反復ばく露) ラット、イヌ、ネコを用いた 13 週間吸入暴露試験において、用量 0.38 

mg/L でそれぞれの種に重大な毒性作用はみられない（EHC 20, 1982 ; 

IARC 47, 1989）。その他ラットを用いた 13 週間吸入暴露試験において

も、ガイダンス値上限を上回る用量（1.8, 3.7, 7.4 mg/L）で、臓器重

量増加（肝臓と腎臓）と軽い貧血がみられるのみで、臓器への機能障害

はみられない（IARC 47, 1989）。よって、吸入経路では、区分外相当で

ある。ラットを用いた 13 週間経口投与試験においては、肝臓や胃、甲状

腺、膀胱に影響がみられる（IUCLID, 2000）が、ガイダンス値上限を上

回る用量（300, 600, 1000 mg/kg 体重/日）での試験であるため、区分

できなかった。なお、PATTY 5th（2001）では、慢性毒性の徴候として

「ベンゼンの含有量次第では、中枢神経系の抑制と軽度から重度の造血

系の変化がおきる」と記載されている。 
 

誤えん有害性 : 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ 
 

 

シクロヘキサノン (108-94-1) 

誤えん有害性 動粘性率（40℃）＜14mm2/s と考えられ（動粘性率 = 2.13mm2/s

（24℃）（Renzo（3rd, 1986）に基づく）、また、「13 を超えない炭素

原子で構成されたケトンであることから旧分類の区分 2 相当であるが、

区分 1 を示すデータはなく、区分 2 を使用しない JIS 準拠のガイダンス

文書に従い分類できないとした。 

 
 

ナフタレン (91-20-3) 

誤えん有害性 データなし。 
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トリメチルベンゼン（異性体混合品） (25551-13-7) 

誤えん有害性 炭化水素であり、混合物としての動粘性率は算出根拠となる数値が得ら

れず算出できないが、1 異性体である 1,3,5-トリメチルベンゼンの動粘

性率は 8.9 mm2/s と低く、混合物の動粘性率もこれと大きく異なること

はないと考えられる。よって、区分 1 とした。なお、List 3 の ICSC に

経口摂取した場合、肺への吸引により化学性肺炎を生じるおそれがある

との記述がある (ICSC (2002))。 

 
 

ソルベントナフサ (64742-94-5) 

誤えん有害性 ラットを用いた試験（Aspiration ; mortality）において、半数が死亡

しており（5/10）（EHC 20, 1982）、EU 分類では、10%以上の濃度で EU

警句 R65 に分類されているたがデータ不足で分類できないとした。 

 
 

 

12. 環境影響情報 

生態毒性 

水生環境有害性 短期（急性） : 水生生物に毒性 

水生環境有害性 長期（慢性） : 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 
 

トリフミン乳剤  

LC50 - 魚 [1] 6.12 mg/l (ｺｲ、96hr) 

EC50 - 甲殻類 [1] 8.68 mg/l (ｵｵﾐｼﾞﾝｺ、48hr) 

ErC50 藻類 11.74 mg/l (藻類、72hr) 
 

(E)-4-ｸﾛﾛ-α,α,α-ﾄﾘﾌﾙｵﾛｰ N-(1-ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ-1-ｲﾙ-2-ﾌﾟﾛﾎﾟｷｼｴﾁﾘﾃﾞﾝ)-o-ﾄﾙｲｼﾞﾝ (68694-11-1) 

LC50 - 魚 [1] 0.87 mg/l (ｺｲ、96hr) 

LC50 - 魚 [2] 0.57 mg/l (ﾆｼﾞﾏｽ、96hr) 

EC50 - 甲殻類 [1] 1.7 mg/l (Daphnia magna、48hr) 

ErC50 藻類 1.91 mg/l (green alga, 72hr) 

NOEC 藻類 慢性 0.831 mg/l (green alga,72hr) 
 

シクロヘキサノン (108-94-1) 

LC50 - 魚 [1] 527 mg/l 

EC50 - 甲殻類 [1] 800 mg/l 
 

ナフタレン (91-20-3) 

LC50 - 魚 [1] 1.6 mg/l 

EC50 - 甲殻類 [1] 0.8 mg/l 

NOEC 魚 慢性 0.12 mg/l 

NOEC 甲殻類 慢性 3 mg/l 
 

トリメチルベンゼン（異性体混合品） (25551-13-7) 

EC50 - 甲殻類 [1] 5.4 mg/l 
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ソルベントナフサ (64742-94-5) 

EC50 - 甲殻類 [1] 0.95 mg/l 

残留性・分解性 

トリフミン乳剤  

残留性・分解性 データなし 
 

(E)-4-ｸﾛﾛ-α,α,α-ﾄﾘﾌﾙｵﾛｰ N-(1-ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ-1-ｲﾙ-2-ﾌﾟﾛﾎﾟｷｼｴﾁﾘﾃﾞﾝ)-o-ﾄﾙｲｼﾞﾝ (68694-11-1) 

急速分解性でない 

生体蓄積性 

トリフミン乳剤  

生体蓄積性 データなし 
 

 

(E)-4-ｸﾛﾛ-α,α,α-ﾄﾘﾌﾙｵﾛｰ N-(1-ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ-1-ｲﾙ-2-ﾌﾟﾛﾎﾟｷｼｴﾁﾘﾃﾞﾝ)-o-ﾄﾙｲｼﾞﾝ (68694-11-1) 

BCF - 魚 [1] 765 – 1417 (ｺｲ、0.6μg/L、60 日) 

BCF - 魚 [2] 699 (ｺｲ、6μg/L、60 日) 

n-オクタノール/水分配係数 (Log 

Pow) 

5.1 (20℃) 

土壌中の移動性 

トリフミン乳剤  

土壌中の移動性 データなし 
 

 

(E)-4-ｸﾛﾛ-α,α,α-ﾄﾘﾌﾙｵﾛｰ N-(1-ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ-1-ｲﾙ-2-ﾌﾟﾛﾎﾟｷｼｴﾁﾘﾃﾞﾝ)-o-ﾄﾙｲｼﾞﾝ (68694-11-1) 

n-オクタノール/水分配係数 (Log 

Pow) 

5.1 (20℃) 

オゾン層への有害性 

オゾン層への有害性 : 分類できない 

オゾン層への影響 : モントリオール議定書に指定された物質を含有しない。 

その他の有害な影響 : 追加情報なし 
 

 

13. 廃棄上の注意 

残余廃棄物 : 内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄するこ

と。 

処理を外部に委託する場合は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄

物処理業者に処理を委託する。 

汚染容器及び包装 : 容器の内容物を完全に除去してから廃棄する。 
 

 

 

14. 輸送上の注意 

国際規制   



製品名 : トリフミン乳剤 2025 年 05 月 16 日(12 版)  19 / 21 

  

管理番号 : N3-4600000 
 

   

 19/21  
 

 海上規制情報 : IMO の規定に従う。 

 航空規制情報 : ICAO/IATA の規定に従う。 

 国連番号 : 1993 

 正式輸送品名 : その他の引火性液体（他の危険性を有しないもの） (シクロ

ヘキサノン) 

 容器等級 : III 

 輸送危険物分類 : 3 

 国連分類 : 3 

 海洋汚染物質 : 

適用される  

国内規制   

 海上規制情報 : 船舶安全法の規定に従う。 

 航空規制情報 : 航空法の規定に従う。 

特別な輸送上の注意 : 製品は慎重に取り扱う。 

水(湿った空気)との接触を避ける。 

直射日光を避けて保管する。 

積荷の高さは、3ｍ以下とし、消防法第１類との混載を避け

る。 

: 1 回で指定数量(1,000L)以上の量を車両で運送する場合は、

標識、表示、消火器、交替運転手、事故・休憩時等の安全

等、消防法に定められた事項を遵守する。 

その他の情報 : 補足情報なし。 

緊急時応急措置指針番号 : 128 
 

 

15. 適用法令 

国内法令 

労働安全衛生法 : 特定化学物質第２類物質、特定第２類物質（特定化学物質障害予防

規則第２条第１項第２，３号） 

   ナフタレン 

変異原性が認められた既存化学物質（法第５７条の５、労働基準局

長通達） 

   ナフタレン 

第２種有機溶剤等（施行令別表第６の２・有機溶剤中毒予防規則第

１条第１項第４号） 

   シクロヘキサノン 

作業環境評価基準（法第６５条の２第１項） 

   シクロヘキサノン 

   ナフタレン 

危険物・引火性の物（施行令別表第１第４号） 

   その他の引火点３０℃以上６５℃未満のもの 

名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第５７条の２第１項、施

行令第１８条の２第１号～第２号別表第９） 

   シクロヘキサノン （政令番号 : 231） 

   石油ナフサ （政令番号 : 330） 

   トリメチルベンゼン （政令番号 : 404） 

   ナフタレン （政令番号 : 408） 

名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第５７条第１項、施行令

第１８条第１号～第２号別表第９） 

   シクロヘキサノン 
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   石油ナフサ 

   トリメチルベンゼン 

   ナフタレン 

特定化学物質特別管理物質（特定化学物質障害予防規則第３８条

３） 

   ナフタレン 

特殊健康診断対象物質・現行取扱労働者（法第６６条第２項、施行

令第２２条第１項） 

   シクロヘキサノン 

   ナフタレン 

特殊健康診断対象物質・過去取扱労働者（法第６６条第２項、施行

令第２２条第２項） 

   ナフタレン 

皮膚等障害化学物質等・皮膚刺激性有害物質（安衛則第５９４条の

２第１項、令和４年５月３１日基発０５３１第９号、令和５年７月

４日基発０７０４第１号・５該当物質の一覧） 

   シクロヘキサノン 

皮膚等障害化学物質等・皮膚吸収性有害物質（安衛則第５９４条の

２第１項、令和４年５月３１日基発０５３１第９号、令和５年７月

４日基発０７０４第１号・５該当物質の一覧） 

   シクロヘキサノン 

特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質（令和５年７

月４日基発０７０４第１号・５該当物質の一覧） 

   ナフタレン 

毒物及び劇物取締法 : 非該当 

消防法 : 第４類引火性液体、第二石油類非水溶性液体（法第２条第７項危険

物別表第１・第４類） 

船舶安全法 : 引火性液体類（危規則第２，３条危険物告示別表第１） 

航空法 : 引火性液体（施行規則第１９４条危険物告示別表第１） 

港則法 : その他の危険物・引火性液体類（法第２１条第２項、規則第１２

条、危険物の種類を定める告示別表） 

化学物質排出把握管理促進法(PRTR

法) 

: 第１種指定化学物質（法第２条第２項、施行令第１条別表第１） 

   トリメチルベンゼン (管理番号 : 691) (6.8%)  

   ナフタレン (管理番号 : 302) (6.8%)  

   ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素

数が１２から１５までのもの及びその混合物に限る。） (管理番

号 : 407) (3.5%) 

農薬取締法 : 該当 

 
 

 

16. その他の情報 

 

 記載内容は現時点で入手できた資料、情報データに基づいて作成していますが、 

含有量、物理化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすもので 

はありません。又、注意事項は通常の取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱い 

の場合には用途・用法に適した安全対策を実施の上、利用してください。 

 

 

 

中毒したときの緊急連絡先  

 公益財団法人 日本中毒情報センター（事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る） 

 

 中毒１１０番 365 日 24 時間対応 

  一般市民専用電話（情報料無料） 
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    （大  阪）   072-727-2499    （つくば）  029-852-9999 

               

  医療機関専用有料電話(1 件 2000 円）  

        （大  阪）   072-726-9923     （つくば）  029-851-9999 

 

   医療機関の方が一般市民専用電話を使用された場合も、 

   情報料 1 件につき 2,000 円を徴収します。  

 

 

 

 

 

CAS 番号 : 68694-11-1 

化学名 : (E)-4-ｸﾛﾛ-α,α,α-ﾄﾘﾌﾙｵﾛｰ N-(1-ｲﾐﾀﾞｿﾞｰﾙ-1-ｲﾙ-2-ﾌﾟﾛﾎﾟｷｼｴﾁﾘﾃﾞﾝ)-o-ﾄﾙｲｼﾞﾝ 

 

 

 

 

 

 


